
津市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱 

 

 平成１８年１月１日訓第２０１号 

 

改正 平成１８年１０月３０日訓第２１８号 

平成２４年１１月９日訓第４７号 

平成２６年１０月３１日訓第８２号 

    令和３年９月３０日訓第６０号 

    令和７年７月１４日訓第５５号 

    令和７年１２月２日訓第６４号 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「法」 

という。）第１１条及び第１１条の２の規定に基づく住民基本台帳の一部の

写しの閲覧（以下「閲覧」という。）について、基本的な事務取扱いを定め

ることにより、住民のプライバシーの保護等を図るとともに、住民基本台帳

制度の適正な運用と円滑な事務処理に資することを目的とする。 

 （閲覧の請求及び申出並びに審査） 

第２条 市長は、閲覧の請求又は申出をする者（以下「請求者等」という。） 

に対して、次の各号に掲げる請求及び申出の区分に応じ、当該各号に定める

請求書及び申出書の提出を求め、その内容を審査し、閲覧の可否を決定する

ものとする。 

⑴ 法第１１条第１項の規定に基づく請求（次号に掲げる請求を除く。）  

住民基本台帳の一部の写しに係る閲覧請求書（第１号様式） 

 ⑵ 法第１１条第１項の規定に基づく請求のうち、犯罪捜査に関するものそ

の他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難で

あるもの 住民基本台帳の一部の写しに係る閲覧請求書（第２号様式） 

⑶ 法第１１条の２第１項の規定に基づく申出 住民基本台帳の一部の写し

に係る閲覧申出書（第３号様式） 

２ 市長は、前項の場合において必要と認めるときは、請求若しくは申出の目 

的についての説明を求め、又は請求若しくは申出の目的を明らかにする書類

（調査等の内容が分かる資料及び予定する成果物等を含む。）の提出を求め

るものとする。 



 （閲覧の請求又は申出に応じない場合） 

第３条 市長は、閲覧の請求又は申出があった場合において、次の各号のいず 

れかに該当するときは、当該請求又は申出には応じないものとする。 

 ⑴ 執務に支障があると認められるとき。 

 ⑵ 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は毀損したとき。 

 ⑶ 請求者等が手数料を納付しないとき。 

 ⑷ 多数の者が一時に閲覧の請求又は申出をし、その使用が競合したとき。 

 ⑸ 他人の名誉の棄損、差別的事象等個人のプライバシーの侵害につながる 

おそれがあると認められるとき。 

 ⑹ 写真機、複写機、録音機等を用いての閲覧の請求又は申出があったとき。 

 ⑺ 請求者等が、前条の規定に基づく書類の提出に応じないとき。 

 ⑻ 偽りその他不正の手段による閲覧の請求又は申出の違反行為を繰り返す 

者からの請求又は申出があったとき。 

 ⑼ 不当な目的に利用されるおそれがあると認められるとき。 

 （郵便による閲覧の請求又は申出についての取扱い） 

第４条 市長は、郵便による閲覧の請求又は申出があった場合においては、原 

則として前２条の規定に準じて取り扱うものとする。 

 （閲覧を行う者の確認） 

第５条 市長は、閲覧を行う者（以下「閲覧者」という。）に対して、身分証

明書等の提示を求めて、閲覧者本人であることを確認するものとする。 

 （閲覧の方法） 

第６条 閲覧に供する名簿は、住民基本台帳のうち氏名、氏名の振り仮名、生 

年月日、性別及び住所に係る部分を写したもの（以下「閲覧用リスト」とい

う。）とする。 

２ 閲覧者は、閲覧用リストの内容について、住民基本台帳の一部の写しの閲 

覧用紙（第４号様式）に転記しなければならない。 

３ 閲覧者は、閲覧用リストの損傷又は散逸をすることがないよう、職員の指 

示に従わなければならない。 

４ 閲覧終了後、職員は、転記内容について、請求書又は申出書と照合するな 

どの点検を行うものとする。 

 （閲覧することができる日時等） 

第７条 閲覧することができる日については、次に掲げる日以外の日とする。 

 ⑴ 土曜日 



 ⑵ 日曜日 

 ⑶ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 ⑷ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

 ⑸ 市長が特に事務に支障が生ずると認める日 

２ 閲覧することができる時間は、午前９時から午前１１時３０分まで及び午 

後１時から午後４時までとする。 

 （閲覧人数と日数） 

第８条 閲覧者の人数は申請１件につき２名とし、日数は半期（４月１日から

９月３０日までと１０月１日から３月３１日までの間）ごとに半日を単位と

して３日間を限度とする。 

 （情報の適正な管理） 

第９条 請求者等は、閲覧により知り得た情報（以下「閲覧情報」という。） 

を適正に管理するとともに、請求又は申出の目的の範囲内で使用しなければ 

ならない。 

 （閲覧情報使用後の処分） 

第１０条 請求者等は、閲覧情報の使用後、当該情報を記録した書類や媒体を 

適正な方法で処分し、市長に対して閲覧情報処分状況報告書（第５号様式）

を提出しなければならない。 

 （配偶者からの暴力等の被害者に係る支援措置） 

第１１条 市長は、配偶者からの暴力（配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）第１条第１項に規定する配

偶者からの暴力をいう。）、ストーカー行為等（ストーカー行為等の規制等

に関する法律（平成１２年法律第８１号）第６条に規定するストーカー行為

等をいう。）、児童虐待（児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律

第８２号）第２条に規定する児童虐待をいう。）及びこれらに準ずる行為の

被害者で支援措置を申し出ている者に係る部分を除外し、又は抹消した閲覧

用リストを閲覧に供するものとする。ただし、市長が閲覧の請求又は申出に

特別の必要があると認めるときは、この限りでない。 

 （手数料） 

第１２条 この閲覧の手数料は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧用紙１枚を 

１件として津市手数料徴収条例（平成１８年津市条例第７３号）に基づく額

とする。 

 （委任） 



第１３条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

 この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年１０月３０日訓第２１８号） 

この訓は、平成１８年１１月１日から施行する。 

  附 則（平成２４年１１月９日訓第４７号） 

この訓は、平成２４年１１月１２日から施行する。 

  附 則（平成２６年１０月３１日訓第８２号） 

この訓は、平成２６年１１月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月３０日訓第６０号） 

この訓は、令和３年１０月１日から施行する。 

  附 則（令和７年７月１４日訓第５５号） 

この訓は、令和７年１０月１日から施行する。 

   附 則（令和７年１２月２日訓第６４号） 

 この訓は、令和８年２月２日から施行する。 



第１号様式（第２条関係） 
住民基本台帳の一部の写しに係る閲覧請求書 

 
  年  月  日   

 
  （宛先）津市長  

（国又は地方公共団体の機関の長）印    

 

    
  住民基本台帳法第１１条第１項の規定に基づき、次のとおり住民基本台帳 
の一部の写しの閲覧を請求します。 

 

 請 求 機 関 の 名 称 

 

 

 

 閲    覧    者 職 名 
 

 
氏 名 

 

 

 事 務 責 任 者 職 名 
 

 
氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 請 求 事 由 

 

 

 

 

 

 

 

請求に係る住民の範囲 

 

 

 

 



第２号様式（第２条関係） 
住民基本台帳の一部の写しに係る閲覧請求書 

 
  年  月  日   

 
  （宛先）津市長  

（国又は地方公共団体の機関の長）印    

 

    
  住民基本台帳法第１１条第１項の規定に基づき、次のとおり住民基本台帳 
の一部の写しの閲覧を請求します。 

 

請 求 機 関 の 名 称 

 

 

 

閲    覧    者 職 名 
 

 
氏 名 

 

 

事 務 責 任 者 職 名 
 

 
氏 名 

 

 

請求を必要とする 

事 務 の 内 容 

 

 

 

 

根 拠 法 令 

 

 

 

 

請求事由を明らかに 

することが困難な理由 

 

 

 

 

 

 

請求に係る住民の範囲 

 

 

 

 



第３号様式（第２条関係） 
住民基本台帳の一部の写しに係る閲覧申出書 

                                年  月  日   
  （宛先）津市長  
                         （〒           ） 

住 所 
申 出 者 氏 名               ㊞   

法人その他の団体にあっては、 
主たる事務所又は事業所の所 
在地、名称及び代表者の氏名 

電 話 
                         （〒           ） 

所在地 
共同申出者 名 称               
      代表者の氏名            ㊞   

                                            電 話 
  住民基本台帳法第１１条の２第１項の規定に基づき、次のとおり住民基本台帳の一部の写  
 しの閲覧を申し出ます。 

閲覧事項の利用目的 
 

 

申出に係る住民の範囲 
 

 

閲 覧 者 
住   所  

氏   名  

指 定 者 

（※個人の場合） 

住    所  

氏   名  

申出者との関係  

閲覧事項取扱者の範囲 

（※法人の場合） 

 

活動責任者 
住所（又は役職名） 

氏名 

閲覧事項の管理方法 
 

 

利
用
す
る
場
合
） 

（
※
調
査
研
究
に 

成果の取扱い 
 

 

実 施 体 制 
 

 

（※委託者がいる場合） 

住   所 

(所在地) 

 

氏   名 

(法人名及び代表者名) 

 

 

※ 申出者（法人その他の団体にあっては、代表者）又は共同申出者の代表者の氏名を自署 
する場合は、押印をそれぞれ省略することができます。 



第４号様式（第６条、第１２条関係） 

年  月  日作成 

住 民 基 本 台 帳 の 一 部 の 写 し の 閲 覧 用 紙 

【三重県津市】 

  住 所 

氏名の振り仮名 生年月日 

性 別 
氏 名 

旧氏の振り仮名 

旧氏又は通称 

１   

  ・ ・ 

男 女 
 

 

 

２   

  ・ ・ 

男 女 
 

 

 

３   

  ・ ・ 

男 女 
 

 

 

４   

  ・ ・ 

男 女 
 

 

 

５   

  ・ ・ 

男 女 
 

 

 

６   

  ・ ・ 

男 女 
 

 

 

７   

  ・ ・ 

男 女 
 

 

 

８   

  ・ ・ 

男 女 
 

 

 

９   

  ・ ・ 

男 女 
 

 

 

10   

  ・ ・ 

男 女 
 

 

 

※１行に１名を記入してください。              ／   頁 



第５号様式（第１０条関係） 
閲覧情報処分状況報告書 

                                年  月  日   
  （宛先）津市長  
                         （〒           ） 

住 所 
申 出 者 氏 名               ㊞   

法人その他の団体にあっては、 
主たる事務所又は事業所の所 
在地、名称及び代表者の氏名 

電 話 
                          
  住民基本台帳の一部の写しの閲覧に当たり、  時の閲覧目的が終了し、閲覧情報につい  
 
 ては、電算処理等加工したものも含めすべて責任をもって処分しましたので、下記のとおり  
 報告します。 
 

記 
 
 １ 閲覧年月日 
 
 
 ２ 閲覧件数 
 
 
 ３ 処分年月日 
 
 
 ４ 処分方法 
 
 
 

 

 

 
 ※ 処分後速やかに提出してください。 
 ※ 提出されない場合や、内容に不備や疑わしい点等がある場合、次回から津市での閲覧を  
  お断りする場合があります。 
 ※ 申出者（法人その他の団体にあっては、代表者）の氏名を自署する場合は、押印を省略 

することができます。 

請求 

申出 


